
 

るための協定です。 

本市では、「しき・ふじみニューリバータウン

（大字水子地内）」及び「きずなテラスつるせ台 

128 分譲住宅地（鶴瀬西 2 丁目地内）」において、

協定が結ばれています。 

現在本市では、埼玉県景観条例にもとづき、市全域 

が景観計画区域として指定されており、高さ 15m 

又は建築面積が 1,000 ㎡を超える建築物などを建築 

する際には届出が必要となり、外観の色彩やデザイン 

などについて助言指導を行っています。 

景観形成基準適用例（ふじみ野駅西口） 
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